[image: ][image: C:\Users\tlo\OneDrive\デスクトップ\R6基準緩和型　10月研修\097362.png]受講料無料
岐阜市委託事業
岐阜市基準緩和型訪問介護サービス
令和７年度 第２回 従事者育成研修




	研修日時
	１２月１０日(水)　９:３０～１４：４０
１２月１１日(木)　９:３０～１６：３０
１２月１２日(金)　９:３０～１７：００

	会　　場
	岐阜市鶴田町３丁目７番地４　ふれあいの館白山　３階大会議室

	募集人数
	２０名程度（応募多数の場合は抽選になる場合があります。）

	受 講 料
	無　料

	受講対象
	中学校卒業以上の方で、岐阜市の基準緩和型訪問介護サービスの事業所で働く意欲のある方

	研修内容
	・職務の理解　・介護の基本
・介護におけるコミュニケーション技術など

	応募方法
	裏面の｢岐阜市基準緩和型訪問介護サービス従事者育成研修申込用紙｣に必要事項を記入のうえ、下記の申込先へ直接お持ちいただくか、郵便またはFAXでお送り下さい。

	申込締切
	令和７年１２月３日（水）必着

	※3日間すべての科目の受講が必要です。
※講師の都合等により、研修の時間が変更する場合があります。
[bookmark: _Hlk175839514]※駐車場には限りがあります。
[bookmark: _Hlk207706859]※令和７年度は２月にも開催を予定しています。

	【問合せ・申込先】
公益社団法人 岐阜市シルバー人材センター
〒500-8164 岐阜市鶴田町3丁目7番地4 ふれあいの館白山2階
TEL：058-240-1245　　　　FAX：058-240-0911
Mail：gifusc@sjc.ne.jp　　URL：https://gifu-sjc.jp/


基準緩和型訪問介護サービスとは？


介護予防・日常生活支援総合事業のひとつで、比較的介護度が軽度な方(要支援１・２及び事業対象者)を対象に、生活援助（買い物、調理、洗濯、掃除等）を行うものです。
岐阜市では、令和５年度から開始したサービスであり、介護福祉士等の有資格者だけではなく、本研修を修了した方が、岐阜市の指定事業所に所属しサービスを提供することができます。

岐阜市基準緩和型訪問介護サービス
令和７年度 第２回 従事者育成研修申込用紙
研修日：１２月１０日（水）、１１日（木）、１２日（金）
令和７年度は、２月にも開催を予定しています。
第３回 令和８年 ２月２５日（水）、２月２６日（木）、２月２７日（金）
※講師の都合等により、変更する場合がございます。



必要事項をご記入のうえ、申込先へ直接お持ちいただくか、郵便またはFAXでお送り下さい。
申込締切：令和７年１２月３日（水）（必着）
申込日：　　　　年　　　　　月　　　　　日


	フリガナ
	
	生年月日

	氏　名
	
	年　　月　　日（　　才）

	住　所
	〒　　　－　　　　


	連絡先
	固定
	－　　　－
	携帯
	－　　　－

	介護職
のご経験
	・なし
・あり　勤務場所：　　　　　　　　　　
　勤務内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



【問合せ・申込先】
公益社団法人　岐阜市シルバー人材センター
〒500-8164　岐阜市鶴田町3丁目7番地4　ふれあいの館白山2階
TEL：058-240-1245　FAX：058-240-0911
Mail：gifusc@sjc.ne.jp　URL：https://gifu-sjc.jp/
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